
参考資料２

食料・農業・農村基本計画（抜粋）

第２ 食料自給率の目標

４．食料自給率の目標

（２）生産努力目標

３で掲げた重点事項への適切な取組により、農業生産に関する課題が解決された場

合に実現可能な国内の農業生産の水準と併せて、主要品目ごとの生産面での課題を示

す生産努力目標は、第５表に整理したとおりである。

また、これらの生産努力目標に係る品目ごとの単位面積当たりの収量は第６表、こ

れらを前提とした場合に必要となる品目ごとの作付面積は第７表のとおりである。さ

らに延べ作付面積、農地面積及び耕地利用率は第８表のとおりである。

加えて、生乳、肉類及び鶏卵の生産に必要な家畜飼養頭羽数は、第９表のとおりで

ある。

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

１．食料の安定供給の確保に関する施策

（４）地産地消の推進

地域の農業者と消費者を結び付ける地産地消を、地域の主体的な取組として推進す

る。これにより、消費者が、生産者と「顔が見え、話ができる」関係で地域の農産物

・食品を購入する機会を提供するとともに、地域の農業と関連産業の活性化を図る。

その際、各地域において取り組むべき事項やその目標等を明らかにした地産地消の

実践的な計画の策定を促し、これに基づき、地元消費者のニーズを把握するための交

流活動や地場産農産物の普及活動等、農業団体や食品産業等関係者による自主的な取

組を促進する。

さらに、地産地消の取組の一環として、直売や加工等の活動を促進するとともに、

。 、研修や講習会の実施等を通じて地産地消に取り組む人材の育成・確保を図る 加えて

成功事例の収集・紹介や地域間の情報交換を実施する。

（５）食品産業の競争力の強化に向けた取組

食品産業は、食料の安定供給や地域経済の活性化において重要な役割を果たしてお

り、輸入食品との競合が激化する中でその役割が引き続き十分発揮されるよう、競争

力の強化を図る。

このため、産学官の連携や競争的研究資金制度の活用等を通じて、研究開発を促進

する。特に、健康や食の安全に対する消費者の関心が高まっていることを踏まえ、機

能性食品の開発や食品の鮮度保持・品質管理の向上、食品の安全性の確保等に関する

新技術の開発・導入を促進する。

食品流通については、卸売市場の再編・合理化、卸・仲卸業者等の経営体質強化と

情報受発信機能の向上、出荷・物流コストの縮減、食品の品質管理の徹底を引き続き



推進する。特に、食品や取引等の情報を、いつでも、どこでも提供・入手できるユビ

キタス・コンピューティング技術の活用等を通じ、集出荷・流通システムの効率化と

高度化を推進する。また、流通業務の効率化を環境負荷の低減と一体的に促進するた

めの制度を平成１７年度に創設する。

さらに、消費者・実需者への農産物の直接販売やインターネット取引等の流通経路

の多元化を促進するとともに、大規模小売業者と卸・仲卸業者等との間の取引の適正

化を図る。

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針については、国内農業と食品産業

の連携強化、情報技術の活用による流通の効率化等を一層進める観点から平成１８年

度までに見直しを行う。

このほか、食品産業の事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用を図

るため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく目標（平成１８年度

までに個々の食品関連事業者による再生利用等の実施率を２０％に向上）の達成に向

けて、食品残さの飼料化・たい肥化等の推進を通じて、食品関連事業者による食品廃

棄物等の発生の抑制やリサイクルの推進等の取組を促進する。

なお、農林漁業金融公庫からの食品産業向け融資について、食品産業に係る課題を

踏まえつつ、平成１９年度までにその在り方を見直す。

２．農業の持続的な発展に関する施策

（１）望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保

今後とも農業者の減少と高齢化の進行が見込まれる中、効率的かつ安定的な農業経

営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立に向け、意欲と能力のある担

い手の育成・確保に積極的に取り組む。このため、新たな経営安定対策の平成１９年

産からの導入に向け、地方公共団体や農業団体と密接に連携し、担い手の明確化を推

進するための取組を重点的に実施する。

ア 担い手の明確化と支援の集中化・重点化

幅広い農業者を一律的に対象とする施策体系を見直し、地域の話合いと合意形成

を促しつつ地域における担い手を明確化した上で、これらの者を対象として、農業

経営に関する各種施策を集中的・重点的に実施する。

担い手の明確化を図るための具体的な仕組みとしては、農業者自らの申請に基づ

き地域の実態を踏まえて担い手を明確にする認定農業者制度の活用を推進する。そ

の際、目指すべき農業経営の指標の適正化、認定プロセスの透明性の確保等による

運営の改善を徹底する。

また、構造改革の立ち遅れが課題となっている土地利用型農業においては、伝統

的に地域ぐるみで農地や農業用水の利用調整等が行われている実態を踏まえ、個別

経営のみならず、集落を基礎とした営農組織のうち、一元的に経理を行い法人化す

る計画を有するなど、経営主体としての実体を有し、将来効率的かつ安定的な農業

経営に発展すると見込まれるものを担い手として位置付ける。

さらに、これらの担い手が、優れた経営者としての能力を身に付け、意欲を持っ

て自らの農業経営の発展を目指すことができるようにしていく観点から、新技術の

普及や経営診断の実施等を通じて、技術及び経営管理能力の向上や経営の法人化に

向けた取組を促進する。また、担い手の主体的な経営改善努力を側面から促す観点



から、融資の更なる活用を推進する。

イ 集落を基礎とした営農組織の育成・法人化の推進

土地利用型農業における担い手の育成・確保を図るため、小規模な農家や兼業農

家等も、担い手となる営農組織を構成する一員となることができるよう、集落を基

礎とした営農組織の育成と法人化を推進する。その際、地方公共団体や農業団体と

の連携の下、目標や相互の役割分担を明確にしながら、集落等が主体となって農地

の利用調整を行う仕組みである農用地利用改善事業等を活用して農地の面的な利用

集積を図りつつ、営農組織の特定農業団体化・特定農業法人化を推進する。

これらの取組を推進するに当たっては、構造改革の加速化の必要性、米政策改革

の進捗状況、集落を基礎とした営農組織の育成と法人化の進展状況とその要因分析

等を踏まえ、地域の実情を十分勘案し、必要な施策を講じる。また、営農組織に参

画しない担い手の規模拡大努力を損なわないよう、十分に留意する。さらに、農作

、 、業の受託組織等のサービス事業体について 農地の利用集積の取組の促進と併せて

地域の担い手として発展することが可能となるよう、必要な施策を講じる。

（２）人材の育成・確保等

今後、農業従事者の大幅な減少が見込まれることに対応し、農業に携わる幅広い

人材の育成・確保を推進する。さらに、女性の農業経営や地域社会への参画を促進

するとともに、高齢者が生きがいを持って活動するための取組を促進する。

ア 新たな人材の育成・確保

将来の担い手となり得る農業者や雇用労働力の確保を図るため、就業形態や性

別等を問わず、新規就農を促進し、幅広い人材の確保を図る。特に、近年、農業

法人に雇用される形での就農が増加するなど就農ルートが多様化していることに

対応し、情報提供や研修等の支援施策を拡充する。

また、将来の担い手となり得る農業者を育成するため、農業高校や農業大学校

等における農業技術や経営管理に関する高度な知識・技術に関する研修教育の充

実を図る。

イ 女性の参画の促進

農業就業人口の過半を占め、農業生産や農村社会で重要な役割を果たしている

女性の農業経営者としての位置付けを明確化するため、家族経営協定の締結の促

進や女性認定農業者の拡大等を促進する。また、農協の女性役員、女性農業委員

等の参画目標の設定及びその達成に向けた普及啓発等を推進する。

さらに、女性の農業経営や地域社会への一層の参画のための環境整備として、

女性の起業活動を促進するための研修等の実施を推進するとともに、女性の活動

や子育て期等の負担軽減を支援する情報提供等の推進、女性農業者によるネット

ワークづくりを促進する。

ウ 高齢農業者の活動の促進

意欲のある高齢農業者が、その知識と技能を活かしつつ、生きがいを持って活

動できるよう、高齢農業者による新規就農者や担い手への支援、都市住民との交

流、農地や農業用水等の農業・農村の基盤となる地域資源の保全管理等の取組を

促進する。また、農業行政の経験者を含め、第一線を退いた農業内外の人材が、

地域における担い手の育成・確保のコーディネーター等として積極的に活動する



ことを促進する。

（３）農地の有効利用の促進

担い手の育成・確保等を通じ、国内農業の食料供給力の重要な基盤である農地の効

率的利用と構造改革の加速化を促進するため、特に土地利用型農業を中心に担い手へ

の農地の利用集積を促進する。さらに、耕作放棄地の発生防止・解消に向けた施策の

強化や農業への新規参入の促進を図るとともに、優良農地を確保するための計画的な

土地利用を推進する。

ア 担い手への農地の利用集積の促進

農用地利用改善事業について、農用地利用規程の規定事項を拡充するなど、そ

の仕組みを充実させ、地域の話合いと合意形成に基づいて、集落を基礎とした営

農組織の育成・法人化を図りつつ、担い手に対し農地を面的なまとまりのある形

で利用集積することを推進する。こうした取組を円滑に進めるため、地域の話合

いの中で、小規模農家や兼業農家にとって、効率的かつ安定的な農業経営の実現

に取り組む担い手に農地を貸し付けたり、集落の営農組織に参加する場合の利点

等について具体的に十分説明し、これらの農家が合理的な判断を行えるよう努め

る。その際、農地に関する地図情報の活用等により、農地の利用調整、あっせん

等の取組を推進する。

また、生産性の高い農業を展開するため、農地保有合理化事業について農業生

産法人への金銭出資や農地の貸付信託等の仕組みを導入するとともに、農業委員

会が中心となって農用地利用集積計画に基づく農地の利用権の設定の仕組み等を

活用することにより、いわゆる「農地版定期借地権」の適切な設定や交換分合等

を進め、離農や相続に係る農地等の経営資源も含め、担い手に対して集団化・団

地化した形で農地を利用集積することを促進する。

イ 耕作放棄地の発生防止・解消のための措置の強化

地域の主体的な取組による耕作放棄地の発生防止・解消に向けて、市町村が中

心となってその利用の増進を図る計画を策定し、明確な方針の下に、総合的な耕

作放棄地対策に取り組むこと等を促進する。また、農業委員会による指導の強化

を促進するとともに、この計画に即した指導に従わない所有者の耕作放棄地につ

、 。 、いて 都道府県知事の裁定により利用権が設定される仕組みを導入する さらに

市町村が耕作放棄地の所有者に緊急的な管理を行わせたり、所有者が不明等の場

合は自ら管理を行うことができる仕組み等を導入する。

ウ 農地の効率的利用のための新規参入の促進

農地の効率的利用を促進するとともに、新たな担い手の育成・確保に資するた

め、意欲と能力のある者の農業への新規参入を促進する。その一環として、市町

村等との間で適正に農業を行う旨の協定を締結すること等を要件に、耕作放棄地

等が相当程度存在する地域において農業生産法人以外の株式会社等の法人につい

てもリース方式による農業への参入を可能とする仕組みを全国的に展開する。ま

た、そのような地域においては、農地の権利取得の際の下限面積要件を引き下げ

ることができるようにする。

エ 優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進等

地域の合意に基づく計画的な土地利用を通じて、優良農地の確保と有効利用を



推進する。このため、農業振興地域整備計画の策定・変更に当たって地権者だけ

でなく地域住民の意見を反映させる仕組みを導入するほか、農地転用許可基準を

一層明確化するなど、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の客観性・透明性

の向上を図る。また、公共転用における関係部局間の連携を強化するとともに、

、 、不法投棄等の違反転用事案について 農業委員会による立入調査の活用等により

都道府県と農業委員会が連携して迅速な対応を図る。

さらに、平成１７年度に農用地等の確保等に関する基本指針を改定するととも

に、優良農地の確保に向け、耕作放棄地対策や生産基盤の整備等を推進する。

（５）経営発展に向けた多様な取組の促進

イ 農業と食品産業との連携の促進

産地において、農産物の低コスト化、大ロット化、品質管理等の促進や、他地

域との連携による周年安定供給を可能とするリレー出荷体制の整備等、加工・外

食用需要に対応した取組を推進する。

また、地域の食材、人材、技術その他の資源を効果的に結び付け、地域に密着

した食品産業の振興を図るため、農業・食品産業・関連産業その他異業種も含め

た連携の構築（食料産業クラスターの形成）を推進する。このため、食料産業ク

ラスター形成のための協議会を各地方に設立し、加工適性に優れた品種や新たな

加工技術の開発・導入、地域食材を活用した新商品の開発等の取組を推進する。

さらに、技術開発や品質向上に向けた取組等の成果として各地に存在している

産地ブランドが、消費者の信頼を得て、農業や食品産業の新たな発展の基礎とし

、 。て更に価値あるものとなっていくよう その育成・確立や適切な保護を推進する

その一環として、ブランド確立に向けた関係者の意識の醸成、ブランド生成を支

える技術開発、国内外での販路開拓・情報発信支援、ブランド展開を支える人材

の育成、知的財産権の取得やそのための情報収集等に向けた主体的な取組を促進

する。加えて、食品産業と農業を結び付けるコーディネーターの育成・確保を図

るとともに、平成１７年度から、コーディネーターに関するデータベースを整備

する。

（６）経営発展の基礎となる条件の整備

ア 生産現場のニーズに直結した新技術の開発・普及

国内農業の食料供給力の重要な要素であり、将来の農業発展の可能性の基礎と

なる農業技術の開発を計画的・効率的に行うため、数値目標を含めた期別達成目

標等を明確化した農林水産研究基本計画を新たに策定する。この計画の下で、競

争的研究資金制度等を活用するなど、産学官の連携を強化する。また、新技術の

開発と並行して担い手による現地実証を行うなどにより、生産現場のニーズに直

結した新技術の開発と生産現場への導入・普及の迅速化を図る。さらに、情報通

信・ロボット技術、ナノテクノロジー、ゲノム科学等の先端技術を積極的に取り

入れ、生産性の大幅な向上に結び付く革新的な技術や機能性を付与した農産物の

開発等を進め、国内農業の競争力の強化につなげていく。

イ 新品種等の知的財産権の保護・活用

試験研究機関が取得した特許権等の民間企業での活用を促進するため、その橋



渡しを行うＴＬＯ（技術移転機関）の活動を強化する。また、新品種等の保護の

ため、育成者権等の侵害に対する対策や国内制度の改善を図る。あわせて、アジ

ア諸国等に対して植物品種保護制度の整備・拡充の働きかけを行う。

ウ 農業生産資材の生産・流通及び利用の合理化

肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材費を一層低減させるため、農協系統や

資材メーカー団体等の関係団体及び都道府県が「農業生産資材費低減のための行

動計画」を平成１７年度中に改定し、数値目標等の達成に向けた取組状況を定期

的に公表するよう促す。また、これらの行動計画において、大口需要者向け価格

の設定の拡大等担い手の資材費低減に資する取組や、農業者のコスト意識を高め

るための取組を強化することを促す。



（第５表）平成２７年度における生産努力目標

（単位：万トン）
平成 平成 農業者その他の関係者が
15年度 27年度 積極的に取り組むべき課題

米 891 891 ○ 市場シグナルに鋭敏な担い手（経営主体としての実体を
849 849 有する集落を基礎とした営農組織を含む）が相当程度を占うち主食用

める水田農業構造を確立するとともに、農業者・農業団体
が主体的に地域の販売戦略に基づき、需要に即応した米づ
くりを展開

○ 消費者の多様なニーズや外食・中食等が求める品質・ロ
ット等に対応できる生産・流通体制を確立

○ 担い手の生産規模の拡大、低コスト技術体系の導入・普
及等により、生産性の高い水田農業を確立

小麦 86 86 ○ 実需者のニーズに応じた麦種・用途ごとの計画的な生産
を展開

○ 実需者ニーズの農業者への的確な伝達、産地単位での品
大麦・ 20 35 質管理の強化、加工適性の高い品種の育成・普及の加速化
はだか麦 等により、品質を向上

○ 担い手の生産規模の拡大、収穫期における雨害の軽減等
により、生産コストを３割程度低減

甘しょ 94 99 ○ 食品産業との連携強化、加工適性の高い品種の育成・普
及、原料の安定供給等により、焼酎等の加工食品用の生産
を拡大

○ 担い手の生産規模の拡大、機械化一貫体系の確立等によ
り、労働時間を４割程度低減

馬鈴しょ 293 303 ○ 食品産業との連携強化、加工適性の高い品種の育成・普
及、原料の安定供給等により、加工食品用の生産を拡大

○ 新たな高品質省力栽培技術の確立等により、生食・加工
食品用の品質向上を図りつつ、労働時間を２割程度低減

大豆 23 27 ○ 気象条件・土壌条件に応じた耕起・は種技術の確立等に
22 27 よる湿害の軽減、契約栽培取引の改善等により、実需者のうち食用

求める品種・品質の大豆を安定的に生産・供給
○ 担い手の生産規模の拡大、機械化適性の高い品種の育成
・普及等により、生産コストを３割程度低減

野菜 1,286 1,422 ○ 担い手を中心とした生産・供給体制の確立、低コスト温
室の開発・普及等による低コスト生産等が可能な競争力の
高い産地を育成

○ 消費者や実需者等の視点に立った加工・業務用需要への
対応やより新鮮、安心で高品質な野菜の供給等に向けた取
組を強化

果実 368 383 ○ 担い手の育成・確保、生産性向上への取組を計画的に行
う産地を育成

○ 食べやすいもの、おいしいもの、多様なものを求めるニ
ーズの高まり等果実の消費動向の変化に対応できる低コス
ト生産・供給体制を確立

畜産物 ○ 家畜排せつ物の適正な管理及び有効利用
生乳 840 928 ○ 新規就農の促進等による担い手の育成・確保、乳用牛の

能力向上や飼養管理技術の高度化等を通じた低コスト化
（生産コストの２割程度の低減 、支援組織の活用による）
省力化等を通じて経営体質を強化

○ 輸入品に対する競争力を有する生クリーム等の液状乳製
品、チーズ等の需要拡大及び流通・加工コストの低減を図
るための生産・供給体制を確立



（単位：万トン）
平成 平成 農業者その他の関係者が
15年度 27年度 積極的に取り組むべき課題

牛肉 51 61 ○ 新規就農の促進等による担い手の育成・確保、繁殖雌牛
の増頭による規模拡大や産肉・繁殖能力の向上による低コ
スト化（生産コストの２割程度の低減 、支援組織の活用）
による省力化等を通じて経営体質を強化

○ 業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制を確立
豚肉 127 131 ○ 産肉・繁殖能力の向上、飼養管理技術の高度化（人工授

精の４割程度の実施）等による一分娩当たり生産頭数の増
加等を通じて経営体質を強化（生産コストの１割程度の低
減）

○ 業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制を確立
鶏肉 124 124 ○ 産肉能力の向上（４％程度 、飼養管理技術の高度化、）

消費者のニーズに対応した高品質鶏肉の生産等を通じて経
営体質を強化

○ 業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制を確立
鶏卵 253 243 ○ 産卵能力の向上（２％程度 、飼養管理技術の高度化、）

消費者のニーズに対応した付加価値の高い鶏卵の生産等を
通じて経営体質を強化

○ 需要動向に対応した計画的な生産を実施
砂糖 90 84

、 、てん菜 416 366 ○ 高性能機械化体系の確立 直播栽培技術の改善等により
(74) (64) 生産コストを１割程度低減（精糖

○ 需要動向に応じた作付指標の作成とこれに基づく計画的換算）

生産を推進
139 158 ○ 担い手の生産規模の拡大、機械化一貫体系の確立等によさとう

(16) (20) り、労働時間を２割程度低減き び

○ 優良品種の育成・普及、収穫作業の平準化による適期植（〃）

付、早期株出管理の実施等を通じた単収の向上・安定化に
より、生産コストを２割程度低減

茶 9.2 9.6 ○ 摘採の機械化、品種構成の適正化等により、主産県にお
ける労働時間を１割程度低減

○ 栽培加工技術の高度化により、高品質・高付加価値化を
推進

飼料作物 352 524 ○ 転作田での飼料用稲等の作付の拡大、国産稲わらの利用
拡大等により、飼料作物の生産を拡大

○ 低・未利用地等を活用した放牧の拡大、草地の効率的な
利用、優良多収品種の育成・普及、支援組織等の育成・活
用等を通じて生産コストを３割程度低減

（参考）
魚介類 546 702 ○ 資源回復計画の着実な実施等により、水産資源を増大

480 542 ○ 漁業技術・経営管理能力を向上うち食用
海藻類 12 13 ○ 事業の共同化等により、経営基盤を強化
きのこ類 40 43 ○ 機械化、生産規模拡大等により、小規模経営きのこ生産

者の生産性を向上
○ きのこ生産コストの低減により、輸入きのこ等に対する
国際競争力を強化

○ 機能性強化きのこ種菌や新規栽培品種を生産現場へ導入
１．米のうち「主食用」の平成２７年度の数値は、ウルグァイ・ラウンド農業合意によるミニマム・アク（注）
セスに係る米が主食用に消費される場合には、それに見合う国産米を主食用以外の用途に振り向けること
により、国産米の生産量に影響を与えないようにすることを前提としている。なお、平成２７年度におけ
る「主食用」以外の米の生産量については、平成１５年度の実績値を用いている。
２．飼料作物は可消化養分総量（ＴＤＮ）である。


